
様式第３号（第６条関係） 
 

回 答 書 
 

受付番号 回収年月日 回収場所 担当主管課 

第１４号 令和５年３月１６日 双海地域事務所 教育委員会 
学校教育課 

題  目（テーマ）： 教育委員会の対応について 
提 案 理 由（要旨） 

 通学バスの件で教育委員会の方と約２年やり取りをしていますが、納得のいく返

事、対応をしてもらえず困っています。子供の安全に対する意識の低さ、問題があっ

た時の対応の遅さ等、いつも話が進まず本当に頼りなく心配でとても疲れます。子供

の安全のためコミセン玄関前での乗車を希望していますが、最後に話をしてから 4 か

月以上たちますが返答なしです。他にも何かあった時の連絡方法もいまだに提示され

ていません。ここ何年か他県で通学・通園バスの問題が取り上げられているにも関わ

らず、この関心の薄さに親としてとても不安です。実際、事故や事件にならなかった

だけで、いろいろな問題は起きました。4 月からは 1 年生も入ります。真剣に対応し

ていただける担当の方を強く願います。 

回  答  内  容 
この度は当職の対応の遅れにより、ご心労をおかけしてしまい、大変申し訳なく思

っております。また、進捗報告が滞っておりましたことを深くお詫びいたします。 

ご要望いただいておりました「コミセン玄関前での乗車」につきまして、バス運行

事業者とも協議を続けてきたところでございますが、当該場所をバスの乗車場とする

ことは、安全な運行への支障や他の利用者への迷惑ともなりうることから、現在の位

置での運行とさせていただきます。 

連絡方法についてのご意見は、例えば事故での通行止などによるバスの遅延や欠

便、逆に学校活動や家庭事情により急に乗車不要となる場合の相互の連絡方法を、と

いうことであろうかと考えております。 

事故発生等の非常時には運行事業者から学校及び学校教育課に連絡があり、保護者

の方へ学校から連絡することとなっております。 
当日急に乗車不要となった場合、現在は定刻に乗車場所にいなければ乗車しないも

のとみなされるため、特に保護者様からの連絡は求めていないところですが、今回の

ご相談を踏まえ、「乗らないからいない」のか、「乗るはずなのにいない」のかの運行

者側の確認方法については、なお改善点がないか検討いたしたいと思います。 
ご指摘のありましたヒヤリハットの積み重ねにつきましても、重大な事故につなが

りかねないことから、決して見逃さず対策を行っていく必要があります。 
教育委員会といたしましても、バスが人命を預かるものとの共通意識をもって通学

バスの運行事業に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
 


